
基本構想（素案）及び基本計画（素案）に対する市民からの御意見

市民意見募集及び市民説明会でいただいた御意見を下表のとおりまとめています。

・市民意見募集（意見募集期間：平成29年7月14日（金）～平成29年8月14日（月）まで）

・市民説明会（全6回開催）

　（第1回）平成29年8月4日（金）　午後7時～9時　豊一市民センター

　（第2回）平成29年8月5日（土）　午前10時～正午　千里丘市民センター

　（第3回）平成29年8月5日（土）　午後3時～5時　岸部市民センター

　（第4回）平成29年8月6日（日）　午前10時～正午　千里山コミュニティセンター

　（第5回）平成29年8月6日（日）　午後3時～5時　勤労者会館

　（第6回）平成29年8月8日（火）　午後7時～9時　千里市民センター

No. 分類 項目 御意見

1
吹田市であるが故の独自の方針というか構想と、実際の施策を期待しま
す。

2
安全・安心なまちづくりにおける安心は、大部分がコミュニティのあり
方にあります。

3
吹田市の将来人口を書いてあるが、その中で、平成52年を和暦で書いて
ある。元号が変わるとわかっているのだから、西暦に切り替えたほうが
良いのではないのか。

4 計画の中で、元号表記は西暦表記の方が良いと思います。

5 全 体
平成は終わることが決まっているので、元号はやめて西暦で書くべきだ
と思う。

6

「第四次総合計画」策定に当たっては以下の事項を提案します。
①施策の大綱毎に最重点施策の施策指標を掲げる。
②年度毎に進行状況を公表し、不十分な項目には然るべき対策を打つ。
③評価は監査法人若しくは第三者から為る評価委員会に委ねる。
  ＥＸ：計画の妥当性、組織、人員、予算　ＥＴＣ
④未達成項目についてはその原因・責任について詳細に調査・分析す
る。
⑤次回の総合計画は前回評価の指摘事項を踏まえたものである事を必須
とする。

7 レポート形式での意見書提出。【※御意見の内容は（資料10-2）】

8
自治基本条例の考え方である主体性と独自性が、どの程度総合計画に反
映されているかが大事である。

資 料 １０ -１ 
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No. 分類 項目 御意見

9
総合計画は網羅的でわかりづらいので、優先順位付けが必要である。ま
た、目標年次は10年後だが、基本計画・実施計画見直しの際に、吹田市
の独自性を数値で把握することもご検討いただきたい。

10

第3次総合計画の構成と大きく変わりましたね？　その理由は何でしょ
うか？　第3次の「部門別」「地域別」という構成は、住民にとって非
常にわかりやすい、身近な総合計画だと評価していました。第4次の構
成は、全国のどこにもある、いわばステレオタイプの計画構成であり、
総花的・抽象的で市民感覚からは遠く離れたものになっています。とく
に「地域の特性を活かしたまちづくりの重要性」について述べます。
Ⅱ　策定の背景　１．吹田市の概要の（５）「地域ごとに異なる特色」
の項に書かれているように、北部と南部のまちのありようは大きく違っ
ています。
また、Ⅲ　吹田市の将来像　３．都市空間の（１）「地域ごとの特徴あ
る拠点の形成」で、（各拠点のまちづくり方針）を上げて、「地域ごと
の特性に応じた拠点の形成を図ります。」と書いていますが、それぞれ
の地域が持つ課題については何も書かれていません。
吹田市のまちづくりの特徴は、上記のように地域により開発経過と現状
と課題及び目指すべき将来像が違うところにあります。したがって、こ
れら違いを前向きにとらえた今後のまちづくりプランが必要だと強く思
います。
Ⅳ　施策の大綱　でも、「取り組みを進める視点」の③として「地域の
時姓を活かしたまちづくり」が記載されています。
次回のパブコメ対象だという、基本計画のⅣ　基本計画推進のために
（※検討中）の３．取り組みを進めるための３つの視点（３）「地域の
特性を活かしたまちづくり」に、※「地域の特性」について別途、整理
中と書いてありますのでその結果を待って、また意見表明したいと思い
ますが、第3次総合計画が吹田市の特徴をよく踏まえた、我々市民に
とって非常にわかりやすい構成と表現であったことを忘れないようにし
てください。

11

今回の第４次総合計画は、全国の自治体に義務づけてきた画一的総合計
画を見直し、各自治体が独自に策定する計画に基づいて市政運営にあた
ることを企図したように思う。従って、市の独自性のもと、多くの市民
にわかり易い内容であることを期待したい。
さて、今回の計画策定にあたっては、これまでの社会、経済等の動向や
将来を見通しながら、相当な時間をかけて取り組まれたものと思うが、
個々の内容について、この時点でコメントするには一定の時間が必要で
ある。
大事なことは、本計画の策定後、実施計画と財政の裏付によって、その
実現を図ることこそが重要であり、的確な進行管理を実施して、その進
捗状況を示してほしい。

12

◎基本構想及び基本計画
「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創
生総合戦略」のことにも、どこかで記載することで、吹田市の計画体系
が、より可視化されるのではないでしょうか。

13

◎基本構想及び基本計画
吹田に縁があり、吹田に関心のある市民をはじめ多様な主体が、吹田の
資源（人・自然・地勢・産業・交通・歴史・教育・文化など）を再認識
し、社会環境の変化を見据え、吹田の歩むべき方向性を探り、実際に行
動する「（仮称）吹田学」をどこかに位置づけてみてはいかがでしょう
か。

14
（総合計画）
あまり堅苦しい計画ではなく、身近な計画に落とし込めるコンテンツ
（内容）が必要です。（計画の共有化）

全 体
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No. 分類 項目 御意見

15
「市民ワークショップ」「中学生・高校生ワークショップ・アンケー
ト」だけでなく、「大学生のまちづくりプラン」（歴史文化を大切
に・・・）を重視すること。

16
素案を一通り聞きましたが、あまりに抽象的な言葉ばかりで具体性があ
りません。具体的にどう進めていくのかの話はいつかしてもらえるの
か。

17

必要性について、もっと計画、構想の分野の細分化を図り、年齢の枠を
離れた説明会等、また、ワークショップも早くからテーマを決めてすれ
ば、もう少し市民にわかりやすく、参画もしやすいのではないか。市民
は吹田は住みよい町であると誇りを持っていると思う。関心も多々ある
のではないのでしょうか？幅が広すぎるのではないでしょうか？

18

第２次や第３次総合計画との違いを感じなかった。
高度情報化と就労構造の変化が顕著な変化と思う。
市内の小学校に監視カメラをつけたのは大きな成果と思う。
本当に総合計画が最上位の計画だと思う。
総合計画で市が大きく変わるのに、欺瞞的な言葉、きれいな言葉ばかり
並べている。
交通の利便性や、大学のあるまちづくりは、20年も30年も前から使わ
れている。もっと新しい言葉で第４次の総合計画を作って欲しい。

19 市民としては、計画と実行がどう行われるかが関心事となる。

20
当該計画が、最上位に位置づけられるところが、市民の視点では、当該
計画より下位の計画の内容について知ろうとするようですので、その点
の理解を促す必要があると思います。

21
計画には夢も必要です。実現の可否を重視しすぎるとチャレンジする姿
勢がなくなる。計画にはチャレンジ性は重要です。

22

歴史を振り返り空から鳥の目で俯瞰してみると万博、千里ニュウタウン
以外特色のない吹田が見えてきます。
然し自然と神によって守られている緑（鎮守の森）をコアにした魅力的
な住宅都市であることも分かってきます。そこにおいて市長は『総計』
のもと多様な都市政策を展開さすことが市長の使命かと思います。
私は吹田、豊中地域の開発の現場に直接携わり備つぶさに蟻の目で見て
きました。そのうちの幾つかは地域のレガシーと成りつつあり、それが
何時か社会貢献、地域貢献することを夢見ている一人の男にすぎませ
ん。
現在の成熟した格差社会にあって吹田市は自立と包摂により近未来の実
験都市を目指す先進都市になると思います。ぜひ吹田37万市民の為　心
が安らぎ、人と地域と自然を育む緑の都市　すいた　を目指して頑張っ
てください。　【※御意見の内容は、（資料１0-3）】

23 基本構想 全体

第４次総合計画　基本構想（素案）を熟読し失望しました。
　Ⅱ.1.（2）.市の沿革　時代別の把握は的確
　　　2.吹田市の特徴　（5）後段の歴史的まちなみ
　　　3.（6）市民によるまちづくり＜住民ニーズの把握＞
上記の項目が列挙されているが、これらが後述の基本構想には全く反映
されていない。（過去を語るのみ？）

せめて基本構想　「Ⅲ.吹田市の将来像　3.都市空間（1）地域ごとの特
徴ある拠点の形成　（3）人と自然の共生空間の形成」を具体的にした
俗に言う「説明版（駒形看板」を、かつてここに何があったのか、市
民、市外からの観光客に知ってもらう努力→まちづくり（景観）に反映
してほしい。

全 体
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No. 分類 項目 御意見

24 全体

基本構想（素案）の構成については、行政運営の連続性から考えて、先
ず、第３次総合計画の実績を評価し、課題を明確にした上で、今後10年
間の社会の変化を見極め、望ましい将来像を描く必要があります。その
上で、望ましい将来像を実現するために実行すべき施策を大綱として位
置付け、叙述するべきと考えます。

25

Ⅰ.総合計画の
位置づけと役

割
Ⅱ.総合計画の
構成と期間

素案では「Ⅰ.総合計画の位置づけと役割」「Ⅱ.総合計画の構成と期間」
を基本構想の一部と位置づけていますが、基本構想の内容ではないこと
から、「序論」または「はじめに」に叙述するべきと考えます。

26
Ⅱ.総合計画の
構成と期間

５年毎のローリングで見直しを確実にやってほしい。

27 高齢化に伴う「思い出文化」の保存＝将来像

28

基本構想（素案）「Ⅲ 吹田市の将来像　1.将来像」の段落１～３は吹田
市の過去と現状を素描しているだけで、私たち吹田市民、また吹田市自
身が目指すまちの姿が見えてきません。現在起こりつつある社会・経
済・環境の変化を見定め、10年後の将来像を明確に表現する必要があり
ます。また「柔軟できめ細やかに市民ニーズに対応する」ことがうたわ
れていますが、単なるニーズへの対応以上に、吹田市が将来的にどうあ
るべきか、どのような市の在り方を理想とするのかなどが示されていな
いことは「将来像」として不適切であると考えます。
具体的には、資源保護や自然環境の保全と再生や、「成長の限界」を迎
えるに至った経済の状況、少子高齢化と労働人口の減少などの現代の課
題を踏まえた上で、吹田市が如何に取り組み、その先でそのような市を
目指すのかが示されなければなりません。
私たちは、こうした課題に市が取り組むためにこそ、市民自治が必要で
あると考えます。「市民自治」とは単なる理念としてではなく、現代の
まちづくりにおいて、欠くことのできない手段・方法です。だからこ
そ、市民自治は必要であり、吹田市は、制度の整備と積極的な呼びかけ
を行い、目標を示すべきと考えます。
吹田市自身が掲げる市民自治の理念と、その具体的な発展を通じて、ど
のような将来を獲得することを望むのか。こうした観点が、率直に、か
つ積極的な目標設定と実行の宣言として提示されることが必要であると
私たちは考え、そのような将来像の策定を求めます。

29

吹田市は老人を重視するのか、子供を重視するのか。
私個人は、年寄りが子どもや孫と明るくゆったり楽しく暮らせると良い
と思う。
30年50年ではなく、2世代3世代が安心して暮らせるまちづくりが良い
と思う。

30
Ⅲ 吹田市の将

来像
2.将来人口

◎基本構想（13項）
将来人口の推計については、図表Ⅲ-2の出典として、「吹田市第4次総
合計画策定に係る人口推計について」より作成と表記されていますが、
その具体的内容についても記述することで、読者の理解が深まるのでは
と考えます。

Ⅲ 吹田市の将
来像

1.将来像

基本構想
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No. 分類 項目 御意見

31
平成52年に人口38万人推計となっている。内閣府が発表した30年後に
日本の人口が8千万人になるという推計をだしているが、どのような前
提で算出しているか。吹田市だけが維持できているのは納得できない。

32
吹田市の人口の将来展望について、かたや増加していく、（日本全体で
見ると）かたや減少していくということだが、そんなことでよいのか。

33
Ⅳ.施策の大綱
取組の視点

（下線部が修正案）
①分野を超えた連携
　行政は、分野をまたがる施策については必要に応じて横断的かつ柔軟
な体制で取り組むなど、いわゆる縦割りにとらわれず総合的な視点を
もったまちづくりに改めます。
②パートナーシップ
　支援を必要とする人々、支援する人々、周りの全ての人々の参加を得
て、まちづくりのあらゆる場面において、市民の参画を促進するととも
に、市民と市民、市民と行政とがお互いの立場を尊重しながら役割を分
かち合い、お互いがパートナーとして支え合う協働のまちづくりを推し
進めます。
③地域の特性を生かしたまちづくり
　行政は、分野や施策ごとに地域の実情を踏まえ、地域を一律に捉える
のではなく、地域の特性を生かした効果的・効率的なまちづくりを目指
します。

34

（下線部が修正案）
大綱１【平和・人権】（大綱1を二つに分ける）
　恒久平和の実現と核の廃絶を願い、平和憲法の理念に基づく市政を推
進するとともに、市民一人ひとりがお互いの個性や価値観の違いを認め
合う豊かな人権感覚を育み、性別、人種、障がいの有無などにかかわり
なくだれもが個人として尊重されるまちづくりを進めます。
　（想定される施策）非核・平和、人権、男女共同参画、多文化共生

35

（下線部が修正案）
大綱２【市民自治】
　人口構造の変化をはじめとする社会環境の変化とともに地域社会の課
題は多様化・複雑化し、その解決のためには、市民自治の強化が不可欠
となっています。市民と行政との協働による取組を進めるとともに、地
域社会における課題を解決し、豊かな地域社会を築くため、制度面での
整備と市民力の自発的発展により市民自治の確立に向けて取り組みま
す。
　（想定される施策）市民自治、開かれた市政、開かれた議会

36

Ⅳ.施策の大綱
大綱2

【防災・防
犯】

（下線部が修正案）
大綱３【防災・防犯】
　近年、全国各地で発生した自然災害の様相と被害、それへの対策の複
雑化などを教訓に、吹田市内の対応や体制を見直します。
　また、市民が消費生活や情報社会での犯罪やトラブルに巻き込まれる
ことを未然に防ぐための取組を進めます。地域での助け合いや市民の防
災・防犯意識の向上を支援するとともに、市民、企業、関係機関との連
携のもと、だれもが安心して安全に暮らせるまちをめざします。
　（想定される施策）防災、防犯、消防、消費生活

基本構想

Ⅳ.施策の大綱
大綱1

【人権・市民
自治】

Ⅲ 吹田市の将
来像

2.将来人口
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No. 分類 項目 御意見

37
北部地区は開発に伴い人口が増加し、安全性が保たれない。
吹田警察の北署を、是非とも吹田市として、積極的に対応を取って、総
合計画の中に入れてもらいたい。

38
北部地区の人口増と地域開発による安全性の確保を高める必要性による
安心安全な地域確保の構成が必要であり、北部地区への警察署の新設が
必要。

39

Ⅳ.施策の大綱
大綱3

【福祉・健
康】

（下線部が修正案）
大綱４【福祉・健康】
　高齢者や障がい者をはじめ、だれもが住み慣れた地域で、安心してい
きいきと暮らし続けられるまちづくりに取り組みます。また、健康寿命
の延伸をめざし、すこやかで心豊かに暮らせる健康・医療のまちづくり
に取り組みます。
　（想定される施策）高齢福祉、障がい福祉、地域福祉、保健・医療

40

Ⅳ.施策の大綱
大綱4

【子育て・学
び】

（下線部が修正案）
大綱５【子育て・学び】
　安心して希望を持って子どもを産み育てることができ、すべての子ど
もの育ちが尊重されるとともに、豊かに学ぶことができるよう、家庭、
地域、学校などの連携・協働のもと、子育て・教育環境の充実をめざし
ます。また、市民が自ら生涯にわたって学べる環境を整えるとともに、
学びの活動を通じて人と人、人と地域がつながるまちづくりに取り組み
ます。
　（想定される施策）子育て、配慮が必要な子ども、学校教育、青少
年、生涯学習

41 CO2の削減を図り、良好な環境づくりが必要。

42

（下線部が修正案）
大綱６【環境】
　持続可能な社会の実現をめざし、市民が親しみをもてる貴重な自然を
守り育てるとともに、安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良
好な環境を確保し、再生可能エネルギーへのシフト、資源循環、生物多
様性の保全及び持続可能な利用を基調としたまちづくりを進めます。
　（想定される施策）生活環境、エネルギー、資源循環、生物多様性

43
Ⅳ.施策の大綱

大綱6
【都市形成】

市域には意外に広場や空き地がなく、建物が密集しているが、そのよう
な問題にはどう対応するのか。
インフラ関連では、自然現象の急激な変化にどのように対応するのか。
10年スパンで考えて大丈夫か。

44
Ⅳ.施策の大綱

大綱7
【都市魅力】

（下線部が修正案）
大綱８【都市魅力】
　大学のあるまちの強みや、文化、スポーツなどの活動を通じて育まれ
た市民のつながりなどを地域資源として活用しながら、これまで受け継
がれてきた魅力を発信するなど、市民のまちに対する愛着を深め、いっ
そうの魅力向上をめざします。また、地域発の事業活動や創業を支援す
ることにより、雇用の創出や地域経済の活性化を推進します。
　（想定される施策）産業振興、雇用・就労、観光、文化、スポーツ、
内外交流、魅力発信、NPO促進

基本構想

Ⅳ.施策の大綱
大綱5

【環境】

Ⅳ.施策の大綱
大綱2

【防災・防
犯】
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No. 分類 項目 御意見

45
Ⅳ.施策の大綱

大綱7
【都市魅力】

発展の歴史を踏まえ、新しきを取り入れる、バランスの再考を。歴史文
化、生活文化、まちなみ文化を大切に！

46
Ⅳ.施策の大綱

大綱8
【行政経営】

（下線部が修正案）
大綱９【行政経営】
　人口減少や経済の低成長化に伴う税収のひっ迫が想定される中で、持
続可能なまちづくりを実現するために、効果的かつ効率的な行政運営の
体制をつくります。また公正で透明性のある政策決定とルールに基づく
施策の実施を徹底するため、市職員の意識改革を行い、人材育成の強化
をはかります。その上で、市民にとって身近な基礎自治体として、地方
分権の進展の成果を市民が実感できるよう自主・自立のまちづくりを推
進します。
（想定される施策）行財政運営、情報政策、公共施設最適化、人材育成

47 序論

素案の「序論」については、「2.吹田市の特徴 1）交通の利便性」
(p.4）の本文において、吹田市の市内交通の現況と課題の有無について
述べられていないなど、いくつかの問題はあるものの、すでに基本計画
（素案）策定の段階にあるので、主として、文書の全体構成に関する意
見を提示・例示します。
【※御意見の内容は、（資料10-4）】

48
「市民一人ひとりが安心安全で・・・」は、「市民一人ひとりが安心安
全、生活環境の確保を行い、緑地の確保、公園の設置等により豊かな生
活・・・」

49
４行目：「世界経済の混迷」⇒「中国やインド、アジヤ諸国の進展、世
界情勢の混迷」

50
序論

Ⅱ.1.(2)市の
沿革

2000年以後の動きも追加する必要があるのでは。千里丘の企業用地や
千里ニュータウンの再開発、健都や南吹田の開発で大きく変わりつつあ
ることを追加すべき。

51
序論

Ⅱ.2 吹田市の
特徴

本計画のなかで、吹田の特徴が記述されているので、これを具体的にど
う展開すべきか工夫が必要です。

52
現状の分析が吹田市の現状になっていないのではないか。
個別計画を見ると、もっと詳細な分析や取組があるのではないか。

53
（８）大阪府が目指す「大阪府まち・ひと・しごと総合戦略」の北摂の
中心都市としての役割　　(追加)

54
2015年9月に採択した「持続可能な開発目標（SDGｓ：Sustainable
Development　 Goals）」　(追加、これは大変重要な項目と考えます)

基本構想

序論
Ⅱ.3 吹田市を
取り巻く社会

潮流

序論
Ⅰ.策定の趣旨
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No. 分類 項目 御意見

55
「社会情勢と働く環境の変化」について、第３次総合計画の時であれば
バブル崩壊という話をしてもいいが、もっと社会が変わっている。特に
吹田市は留学生も多いため、アジアの成長と国際性は入れて欲しい。

56
吹田市はベッドタウンとして発展してきたが、大阪に職場がなくなって
子ども世代は東京に行っているため、吹田で産業を興さないといけな
い。企業市民という言葉を入れて、どうするか考えてほしい。

57

（2）の1行目～3行目の説明が古すぎる。2000年以降の世界の変化を
とらえる必要がある。開発途上国といわれていた国々の進展と国際化か
ら、成熟したわが国の経済は経済成長一辺倒から持続可能な社会への転
換期にある。

58
（3）には、東日本大震災以降、安全安心の意識が高まったとあるが、
過去に阪神淡路大震災を経験しており、学校等も耐震構造の変化をして
いる。第４次総合計画に加えるには、取ってつけたような感じがする。

59 南海トラフによる震災対策についての認識が肝要。

60
序論

図表Ⅱ-1
吹田市役所について、ICやSA、JCTと同じ緑色の丸印になっています
が、ここは、地図記号にある市役所「◎」にした方がよいと思います。

61
経過報告的なことや、抽象的な項目が多いと思います。基本計画では、
もっと具体的な説明がほしかったです。

62
市全体の状況を、多様な指数を定期的に発信する事も、市・行政の重要
な部分になると思います。各ジャンル活動の指数化と発信をお願いしま
す。

63

素晴らしい内容と思うが、具体的なことが見えない。夢物語なのかなと
思われる。もっと身近な切実な問題の解決を図っていくことも大事では
ないのか。
具体的な実施案があれば、どの様な手段で市民が閲覧できるのか市報等
に載せてほしいですね。

64

市勢をあげることについては、種々の施策があると思います。行政とし
ては課題を総論的にあげざるを得ないと思いますが、全国的に目をみは
る活動をされている自治体は、やはり課題をしぼり、市の特色を打出さ
れていると思います。ハードというよりはソフトとしての特色が必要で
はないでしょうか。例えば、英語力をあげる教育、世界のどこかの都市
と姉妹都市を結び交流を突破力とするなど、ソフト力を発揮する事も大
事です。

序論
Ⅱ.3 吹田市を
取り巻く社会

潮流

全体

基本構想

基本計画
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No. 分類 項目 御意見

65

全てを網羅し総合的に遂行することは財政ももたない、効果も少ないの
ではないでしょうか。吹田の特色、過去現状にこだわらず、将来の吹田
を目指すもの等、エネルギーが必要ではないか。かつては、良いか悪い
かは判りませんが、吹田は「万博」と「共産党市長」というのが他県に
住んでいて覚えています。今の吹田は何か？と考えています。

66

①四総計大綱の項目建てについては三総計の項目建てよりもスッキリし
ている。
②施策毎に現状と目標値が掲げられている事は評価できる。
③三総計において策定されていた地域別計画が今回無いのは如何なる意
図なのでしょうか？

67

吹田市第４次総合計画基本計画(素案)（以下、「計画素案」と略称しま
す）は、基本構想の施策の大綱の８項目の大綱を受けて、目標、現状と
課題、施策、施策指標が示され、施策指標には現状と目標が掲げられて
います。
　計画素案を通読して、目標や現状と課題の記述と、施策や施策指標と
のつながりが分かりにくいです。目標は願望や指針であり、現状と課題
は問題分析と施策方針だとして、施策で示された項目が課題解決の重点
施策として選ばれた理由が不明です。
更に、施策指標として示された施策名の内容は、目標管理の指標として
ふさわしいか疑問です。また、現状の数値の実績・根拠が不明だし、目
標とする数値が達成すべき数値目標としての設定理由も理解できませ
ん。
吹田市第４次総合計画基本計画は実施計画の策定に進み、市政を通じて
市民生活に影響するので、以下の点について見直してください。

施策名は手段ではなく達成すべき目的や効果を評価できる内容に改める
例えば、講座受講者数は啓発手段への動員数であり、講座の目的(受講し
た結果、何がどう変わったか)の達成状況を指標とすべきです。
【例】1-1-2，2-1-3，2-2-1，2-2-2，4-3-1，4-4-1など

指標の現状の数値の成り立ちと、過去の実績評価や目標の狙いとの関係
を示す
H28年度の実績数値を生み出した要素と要因分析の結果、今まで行政と
して努めてきた成果や改善すべき事項を振り返り、何を伸ばし何を改め
るかを絞り込んだことがわかる指標づくりをして欲しいです。
【例】3-1-3，5-1-1，5-1-3，7-1-1，8-1-4など

68

総合計画づくりに当たって、公的にすべきことを明白にしてください。
「福祉の吹田」と言われていたことを幹部の皆さんはどう評価している
のでしょうか。「自助、互助、共助、公助」といって、保育所・学童保
育のと一部で言っていますが、職員は民間の方が集まりにくいことは十
分ご存じのこと。
福祉のまち吹田を取り戻すために、公でなすべきことを明確にして、そ
の上で民間活用を考えてください。すでに、吹田でも、いい加減な金儲
け企業が福祉について、排除されたり、事業放棄がなされたり、と全国
的な傾向ですが、福祉に対しての監視体制と監査制度を強化していく組
織にしてください。

69 目標
将来像をどうやって実現するのか。目標が目標に見えない。
目標に書かれていることは理想像であって、10年後の目標像になってい
ないのではないか。

基本計画

全体
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No. 分類 項目 御意見

70
指標について、数字を出す怖さがある。根拠をきちんと持っておく必要
があるのではないか。

71
第４次の総計の大綱に指標となるべき数値を付けたら。　Ｅｘ．防災・
防犯に消防団員数を250人にする。その進行状況を「178人→200人→
210人　に増加中」のように、年次毎に進行状況を公表する。

72
指標は実施時の目標になるので、十分検討して設定してほしい。また、
計画期間途中でも、新たな指標をつくるなど、PDCAを期待していま
す。

73
施策指針をいくつも挙げていただいているが、目標値の出し方と根拠が
見えてきづらい。施策に対する指標との対応関係がわかりにくい。

74
施策指標を作ると、ベースにあった基本的な考え方から離れて数字を追
いかけがちであるので、そうならないようにしていただきたい。指標に
載せる項目については慎重に選んでいただきたい。

75

指標の目標の数値設定の根拠や、設定の狙い(希求値)の説明が必要
　数値目標は、実施計画と実施結果として達成したい数値とすれば、ど
んな理由や事情に基づいて設定されたか、吹田市として諸事情を克服す
れば達成が可能な目標なのかの説明が必要です。
【例】1-2-3，3-1-2，4-1-3，4-2-1，5-1-1など

指標で扱う数値は、数量的な表示のほか、背景たる質的要素の考慮も重
要
見かけの数値表現で評価する場合、その数値を構成する事象の質的要素
も重要です。例えば、1-2-2 自治会加入率は、地縁的自治組織の量的な
評価とは別に、個別の自治会等の活性がどのように維持されているかが
問題です。

76
数値目標を掲げることは重要のことです。
しかし数値で評価しにくい項目もあるので、少しは柔軟に考えてもいい
のでは。

77
目標値が低すぎるところがある。
・人権向上の目標　21.7％→30％
・犯罪を許さないまちづくりの施策指標　講座受講者数の目標値も低い

78
「地震や風水害などへの対策に満足している市民の割合」の満足度で
は、現状19％→目標70％は高すぎると思われるが、具体的なアクショ
ンが不明。

79
現状と目標が一番乖離しているのが、「地震や風水害などへの対策に満
足している市民の割合」だが、この部分は第3次と内容が異なるのか。

80

市民と行政のつなぎとして、自治会を通じて防災意識を高めていく必要
があると思うのだが、市から自治会への支援というのは変わるのか。
19％を７割に上げるためには、これまでと同じことをしていてはだめだ
と思うが。

基本計画

指標

市民意識指標
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81 各種集いや後援会などへの参加率向上策の強化が必要。

82

施策1-1-4　国際交流を通じて相互理解と平和の構築　(追加)
2020年万博50年、太陽の塔内部公開に合わせて、国際交流平和都市宣
言をする。太陽の塔を重要文化財に指定する。千里ニュータウンに国際
機関などの誘致。

83

恒久平和の実現という都市宣言を護持し、永続するには「恒久」であ
る。70年間継承し、蓄積してきた不戦国民主権の人類の到達点を、いつ
のまにか変質させてはならない。宣言の主体は主権者である。
ほぼ８割が安保法案も共謀罪も審議不十分で必要性もないといってい
る。人権を守っているといえない。
防衛という参戦・従軍を国民にさせない。命を捧げることが愛国である
としない。戦争は最大の人権侵害である。
平和国家として外交努力、調整役に徹する。専守防衛の範囲を超えな
い。
「核兵器は周辺が持つなら持たねばやられる」「究極、愛国のためには
軍事行動が必要」という考えは、この70年余を、310万人の無念を無
にするもの。周辺危機増大とは、比較する時期、危機の性格が不確か。
新しく表面化したようにみえる動きに対して、人はそれを「最大」と思
いやすい。
愛国心とは、国益に貢献することをいう。「貢献」の基準はあいまい
で、設定者、目的によっては恣意的になる。
相模原事件は、極致ゆき着く先で、国の負担となる者を排除できる自分
は（生活保護受給の過去を帳消しにできる）国益となす有能な人間だ
と、容疑者は衆院議長にアピールしている。
石破氏はかつて「デモ」は「テロ」だといった。
「安らかに眠ってください　過ちは繰り返しませんから」

84

「DV防止」
「DV」は犯罪で、心身の傷害事件で最大クラスの人権侵害である。相手
の悪いところを矯正するためとか、再教育するとかいう言い訳を決して
認めないことだ。自分の方が高次の判断力があるからというのは、全く
暴力をふるうための方便だ。暴力と日常の言動とは別の次元だ。

85 自治会加入率が低いので、魅力ある自治会への支援が必要。

86
４月の自治連合会の解散によって、市と自治会の意志疎通が少し希薄に
なっていると感じる。地域による実情は異なることは承知しているが、
実行計画で反映してほしい。

87
千里丘、特に東山田地区のコミュニティの場が少なすぎる。東山田公民
館の横の空地に増築できませんか。

88 関連する主な個別計画が書かれていないが、個別計画がないのか。

89
（市民のレベル）
実施するのは市民です。その市民のレベルが大切です。世代交代を含め
人の入替（コミュニティ）が必要です。

基本計画

1-2
【市民自治】

1-1
【平和・人

権】
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90

自治会加入率51.6％→目標60％とあるが、具体的にどの様に進めるの
か。今、高齢化等により、自治会離れが進んでいく現状、連合会への加
入どころではない中、10年先ではなく、目先の対応が必要と思う。自治
の具体的な施策を示していただきたい。

91

「自治会不要論」の目線でも検討してください。
住民による自治のあり方が盛んに検討されています。しかし、快適な市
民生活に逆行しています。義務的に加入を要請するような自治会がなく
てもよいような仕組みを作ってください。
「施策指標　1-2-2 自治会加入率」は現在値を記入するだけにして、
「目標値」を空白にします。

92

大綱１市民自治の確立のところ、施策２について。重要な自治会の加入
率を60％にということだが、なぜ加入率が減っているのかという要因分
析について知りたい。数年前に地域福祉委員会でなぜ自治会に入らない
かという質問をしたが、４割が必要ない、４割は入り方がわからないと
いう結果である。後者にアプローチしていく必要がある。自治会への参
加は任意ではあるが、防犯等のためにも、今後どのように地域の実情に
合わせて施策を打っていくのか。

93

参加者の方のご質問に自治会の加入率減少の要因分析の必要性について
おっしゃっていましたが、マンションの場合、マンション管理会社の意
向が深くかかわっていることがあり、とても問題のことがあります。マ
ンション管理会社はゼネコン系のものが多く、「財産」としてのマン
ション管理に傾注するのが資本主義の会社として当然と言えばそうです
が、自治会の発言権が強いと修繕計画について、内容の精査・批判が強
まるので、それがわずらわしいと考え、自治会の活性低下（管理組合と
の統合という表面的な動きとは別に、実質的には自治会の吸収合併、自
治会活動の停止を望んでいるようです）を指向しているのが、あきらか
な言動をしたりします。自治会としての集合を制限して、○○会などが
開かれなくなったりします。（管理組合として公正な活動をしていると
は言えない面までみられ、管理員が集会場使用料を多年にわたって着服
したのに、刑事告訴を止めてしまったりします。つまり財産上の管理を
恣意的にしたいという強い願望から来ているような気がします。住民と
しては、つまり「公」の目が入らない閉鎖空間をつくられないようとし
ているようで、防犯以前の人権問題です。

94

指標の中に、自治会加入率があるが、どんなに頑張っても加入率は下
がっていくと思う。
役所で施策を検討している方も、上がるとは思っていないと思う。なぜ
かと言うと、義務的に加入しないといけない自治会も賛同を得られてい
ない。
そんなことはやめて、自治会が機能しなくても、市民の生活が上手く回
るような政策を考えてほしい。自治会に入っていないといけないのは生
き苦しい。

95

自治会加入率について、地域によって差が出ている。新しい、江坂や千
里ニュータウンなどの新しいマンションにお住まいの方も視点に入れた
指標のつくり方を考えれば良いのかもしれない。そもそもは地域コミュ
ニティの強化が目的であるから、その視点に立って考えていただきた
い。

基本計画
1-2

【市民自治】
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No. 分類 項目 御意見

96

1-2
【市民自治】

2-2
【防犯】

指標の設定について
市民自治・防犯において過去より自治会は大きな役割を果たしてきた
が、地域コミュニティに新たに増えてきた、マンション住民の皆さんを
どの様に取り込むか！市民自治・防犯に取り込んだ指標を考えて頂きた
い。

97
BCPは、最悪の状態を想定する事が重要で、実績評価は、その原点とも
考えます。

98

地震対応について、阪神淡路大震災があったから改めて取り上げなくて
も良いという指摘があったが、私は違うと思う。
中国自動車道は高槻構造線という断層の上を通っている。安心安全の観
点から、もっと地震対応を進めるべきだと思う。

99

重要な災害避難地域であったグラウンドの広大な土地に戸建て住宅が建
設されるが、市として避難地域を確保しておくことができなかったの
か。理想を持っているなら、市が指導するなど、責任を持ってきめ細か
く見ていただきたい。

100

市報やＨＰにある防災関連資料に記載されている被害想定などを見て、
吹田市の地震・風水害対策に不満を持っている。総合計画がどのような
安心を与える計画になっているか楽しみにしていたが、内容を見ても全
く安心できない。この不安を解消するために、市がどんなことをしてい
るのか、またこちらが勉強すべきことがあるのか、教えていただきた
い。

101

科学の発達により、地震を正確に予報できる方法があるので、それを採
用し、市民に知らせてほしい。特に上町断層はもうじき地震が発生する
と言われている。また、ハザードマップはメッシュで示されており、自
宅がどこにあるかわからない。もう少しわかりやすく示してほしい。

102
要支援者について、各自治会が協定を結んでいないという課題があった
が、それをどうするのか見えてこない。総合計画をもっと市民にもわか
るようにしてもらいたい。

103
災害について、1時間に50㎜以上降る雨が注目されいるが、基本計画案
の中で50mm以上の雨に対する対応は盛り込まれているのか。

104

先日、内閣官房から、国民保護に関して、北朝鮮からの弾道ミサイルに
係る情報が発出されましたが、おそらく、下位計画の国民保護計画にも
盛り込まれていないと思います。しかし、自治体レベルでも考えておく
必要があると思います。

基本計画

2-1
【防災】
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No. 分類 項目 御意見

105
北朝鮮のミサイルについての住民危機管理が一言も出ていない。
ミサイルの避難訓練をしている市町村もある。 もっと最近のものも取り
入れる対応をしてはどうか。

106

基本計画の大綱２－１「防災・防犯」について。
６月ごろに内閣官房から、北朝鮮のミサイルに関する情報があった。
国民保護計画に盛り込まれていないし、総合計画の視点にも盛り込まれ
ていない。
国の政策に自治体が付いていくのは難しいと思うが、自治体としてどの
ように取り組んでいくのか、考えてもらいたい。
地下街に逃げ込まないといけないが、吹田市には地下街がない。防災防
犯にどのように取り組んでいくのか。せっかくの中長期の計画なので、
盛り込んでいただきたい。

107 連合自治会単位の自主防災組織の強化が必要。

108
自主防災組織に自治会をはずします。仮称・第2消防団を結成して、自
主防災組織にします。

109

2-1-2 連合自治会単位での自主防災組織の結成率は、防災力・減災力の
実質的な向上を表すか、2-1-3 消防団員数も、消防・救急救命体制の充
実の状況の実態を表す指標としては不十分です。数値の元となる市民
は、何らかの動員圧力で参加してもその後の継続的な発展はない、逆に
参加者の偏り(年齢層・性別などで常連化)などが新人の新規参加を妨げる
ような実態もあります。
市民による自主防災の願わしい状況を、行政と市民とが協働して作り上
げるには何が問題なのか、H28年度の消防団員数178人の望ましい数値
と比較、団員の年齢バランスや実働実績の評価、組織としての見通し、
目標の250人設定が妥当なのかなどが疑問です。
【例】上記のほか、1-2-1，3-3-1など

110
質問意見を聞いていて思いましたが、市民向けの防災講座とか防災訓練
への参加数、開催数が指標にあってもよいと思いました。

111
2-2

【防犯】
防犯講座・消費者講座への目標が低すぎる。

112
2025年問題に向けて、シルバー人材センターの登録向上、認知症サ
ポーター、介護サービスも同様。

113

高齢化が進んでいく中で、高齢者に対する「不安を無くし、生活を守
る」姿勢を明らかにして、吹田独自の高齢者対策・福祉充実を進めてく
ださい。福祉を大きな産業として位置づけ」今までのように「福祉の吹
田」といわれるようになれば、職員も吹田に引きつけることになると思
います．是非のご検討を

基本計画

2-1
【防災】

3-1
【高齢者福

祉】
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No. 分類 項目 御意見

114

吹田市第４次総合計画基本計画(素案)において、
『施策指標 3-1-1 指標名 シルバー人材センターの会員数』と記載があ
ります。シルバー人材センターは、公益社団法人であるものの、特定法
人の優遇そのものである政策を、特定の政治団体ではなく、市が施策と
して掲げているのは、憂慮すべき事態だと思料しますので、是正を要請
します。何故、この指標を掲げるに至ったのか、明確に説明して下さ
い。

当該計画からの抜粋
『生きがいづくりと社会参加の推進』　福祉部
高齢期を迎えても生きがいを持って、地域で健康に暮らすことができる
よう、生涯学習やスポーツなどを通じた生きがいづくりの活動や就労、
地域活動などの社会参加への支援を進めます。』

上述の施策を実現するための指標として、定量的でかつ現状を把握して
いる指標を、市として思いつかなかったから、その指標にしたのだろう
か、と感じるところです。

あまりいい指標は思いつきませんでしたが、
・スポーツという観点からは、吹田市民体育館の高齢者利用数を増やす
・地域活動という観点からは、高齢者の自治会加入者数を増やす
・社会参加という観点からは、公益活動団体への高齢者の加入者数を増
やす
などあると思います。

115

交通もコミュニティも高齢者を家に閉じ込めない為の対策となる。他県
の例ですが、コミュニティの場を増やし、高齢者に外出をうながす事
で、介護保険の経費が大幅に削減できたようです。この費用を教育・子
育ての方に使うのが生きた税金の使い方になると思います。

116

高齢者に関して
超高齢社会だが、高齢者にとって「健康づくり」というスタンスは、
「鍛える」面が前面になりがちで、過重負担になりがちである。体力保
持が主眼の方が安全。やりすぎて体調悪化の例もきく。

117
3-2

【障がい者福
祉】

○「現状と課題」
障害者を取り巻く法制度は大きく変化しています。こうした変化に基づ
き、「現状と課題」についても以下のように修正すべきと考えます。
----------------------------------------------------
「障害者基本法」改正や「障害者差別解消法」制定などの国内法制度の
整備が進められ、日本政府は2014年1月に国連「障害者権利条約」を
批准しました。
これからは障害や社会的障壁により生じる生活上の困難を解消する社会
の仕組みや他の者との平等を確保するための合理的配慮の提供、障害を
理由とする不当な差別をなくすため行政としての積極的な対応を求めら
れます。
本市では、障がい者手帳を所持する人が年々増加しており、平成 28 年
度末においては、市民のおよそ 20 人に 1 人が障がい者手帳を所持して
います。
障害のある人は、特別な存在ではなく、社会を構成する一員として多様
性や違いを尊重し合い、あらゆる差別や排除のない「共生社会」を実現
するための施策を展開していく必要があるのです。

基本計画

3-1
【高齢者福

祉】
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No. 分類 項目 御意見

118

○施策；3-2-1生活支援など日々の暮らしの基盤づくり　について
・本文の「グループホームなどの住まいの場の確保に向けた取組を進め
ます。」は、グループホームの整備だけを課題としているように受け取
れます。
　グループホームは、選択肢の一つに過ぎません。障害のある人も障害
のない人も、その人が望む暮らしを実現するための施策が求められてお
り、以下のように本文を修正願います。
-----------------------------------------------------
障害のある人が希望する暮らしを実現するために必要な支援や住まいの
場（住宅やグループホームなど）の確保や提供に向けた取組を進めま
す。また、多様なニーズに対応できる相談・支援体制の構築を図りま
す。

119

○施策；3-2-2社会参加の促進　について
現状と課題について申し上げたよう、あらゆる差別や排除のない「共生
社会」を実現することが目標となり、そのためには、障害のある人の
「他の者との平等」を確保するための合理的配慮の提供が必要であり、
「啓発」だけでなく、行政としての積極的かつ具体的な対応が求められ
ています。
そこで、「3-2-2社会参加の促進」を「3-2-2共生社会の実現に向け
て」に変更し、本文を以下のように修正すべきと考えます。
-----------------------------------------------------
3-2-2共生社会の実現に向けて
障害のある人の社会参画のため、障害を持ったすべての人に対し、余暇
活動など外出時の移動支援などを進めます。また、就労支援の充実や福
祉的就労の場における工賃向上のための取組を進めます。さらに、障が
いに対する理解の促進や差別解消の啓発を行い、障害を理由とする不当
な差別の解消や合理的配慮の提供を推進する取組を進めます。

120

○施策指標　について
・サービス利用者数などの指標と併せて、障害を理由とする不当な差別
の解消や合理的配慮の提供がどれだけ推進されているかも以下のように
指標に盛り込むべきと考えます。
-----------------------------------------------------
施策：3-2-2
指標名：障害を理由とした不当な差別の解消や合理的配慮の提供が促進
されていると考える人の割合
現状：－ 　目標値：○○％

基本計画
3-2

【障がい者福
祉】
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No. 分類 項目 御意見

121

○「現状と課題」
国連・障害者権利条約の批准（2014年1月）や障害者基本法の改正
（2011年8月施行）、障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解
消の推進に関する法律）の施行（2016年4月）などにより、障害の定
義の見直し（医学モデルから社会モデルへ）や障害を理由とした不当な
差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供の義務付けなど、障害者を取り
巻く法制度は大きく変化しています。
　こうした変化に基づき、「現状と課題」についても以下のように修正
すべきと考えます。
-----------------------------------------------------
「障害者基本法」改正や「障害者差別解消法」制定などの国内法制度の
整備が進められ、2014年1月に国連「障害者権利条約」を批准しまし
た。
このことにより、障害や社会的障壁により生じる生活上の困難を解消す
る社会の仕組みや他の者との平等を確保するための合理的配慮の提供、
障害を理由とする不当な差別をなくすため行政としての積極的な対応が
求められています。
本市では、障がい者手帳を所持する人が年々増加しており、平成 28 年
度末においては、市民のおよそ 20 人に 1 人が障がい者手帳を所持して
います。
障害のある人は、特別な存在ではなく、社会を構成する一員として多様
性や違いを尊重し合い、あらゆる差別や排除のない「共生社会」を実現
するための施策を展開していく必要があるのです。

122

○施策；3-2-1生活支援など日々の暮らしの基盤づくり　について
本文の「グループホームなどの住まいの場の確保に向けた取組を進めま
す。」は、グループホームの整備だけを課題としているように受け取れ
ます。グループホームは、選択肢の一つに過ぎません。障害のある人も
障害のない人も、その人が望む暮らしを実現するための施策が求められ
ており、以下のように本文を修正願います。
-----------------------------------------------------
障害のある人が希望する暮らしを実現するため、必要な支援や住まいの
場（住宅やグループホームなど）の確保や提供に向けた取組を進めると
ともに、多様なニーズに対応できる相談や支援体制の構築を図ります。

123

○施策；3-2-2社会参加の促進　について
現状と課題について申し上げたよう、あらゆる差別や排除のない「共生
社会」を実現することが目標となり、そのためには、障害のある人の
「他の者との平等」を確保するための合理的配慮の提供が必要であり、
「啓発」だけでなく、行政としての積極的かつ具体的な対応が求められ
ています。
「3-2-2社会参加の促進」を「3-2-2共生社会の実現に向けて」に変更
し、本文を次のように修正すべきです。
-----------------------------------------------------
3-2-2共生社会の実現に向けて
障害のある人の社会参画のため、障害を持ったすべての人に対し、余暇
活動など外出時の移動支援などを進めます。また、就労支援の充実や福
祉的就労の場における工賃向上のための取組を進めます。さらに、障が
いに対する理解の促進や差別解消の啓発を行い、障害を理由とする不当
な差別の解消や合理的配慮の提供を推進する取組を進めます。

基本計画
3-2

【障がい者福
祉】
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124
3-2

【障がい者福
祉】

○施策指標　について
サービス利用者数などの指標と併せて、障害を理由とする不当な差別の
解消や合理的配慮の提供がどれだけ推進されているかも次のように指標
に盛り込むべきと考えます。
-----------------------------------------------------
施策：3-2-2
指標名：障害を理由とした不当な差別の解消や合理的配慮の提供が促進
されていると考える人の割合
現状：－ 　目標値：○○％

125
3-3

【地域福祉】

第３次総合計画では社会福祉組織の機能の拡充がうたわれていたが、ボ
ランティアセンターのことしか成果として書かれていない。さらに強化
していくつもりなのか、十分できたと考えられているのか。

126
健康都市吹田として、団塊世代が老齢化する中、シルバー世代の健康維
持、また、健保の減少の為に、シルバー世代向けの健康教室など実施し
てもらいたい。

127

「健都」を吹田の魅力として取組とありますが、他の都市にも同様の医
療の集積地を都市のパワーにしようとする施策は多く、近畿にもいくつ
もあります。吹田としてのアイデンティティのために「健康寿命の延
伸」をポイントにしてはいかがでしょうか。吹田市は幸いにも今のとこ
ろ、稀有な人口増自治体ですが、やはり超高齢社会として財政の面から
も、福祉・精神風土の面からも健康寿命を延ばしていくことが肝要と思
います。（当然全てに医療費抑制になります）これは関西大学で５月に
開かれた「健都」の説明会でも取りあげられていましたが、「未病」は
キーポイントになると思います。医療機関にとって、点数が高いのは
「治療」「入院」「手術」かもしれませんが、超高齢社会のために
は、”病気にならない”、”出来るだけ不調を早くに発見して、発病さ
せないうちに治していく”、”不調を感じたら気軽にすぐ相談できる
サービスセンターがある”（相談料は徴収しなければ運営できないと思
います）。こういったことが個人が自分のホームドクターに近づく、医
学的知識、保健の知識を向上させるといったことが、とても大切と思い
ます。医療関係者（団体）の方々の「権益」とのかねあいがあっても、
もうこの超高齢化では「パラダイムシフト」だと思います。

128
4-1

【子育て】

基本計画　子育てしやすいまちづくり　に関して
千里山のURの建て替えの中で公園は３ヶ所から１ヶ所に減り、後工区の
計画にも公園の計画は見当たりません。吹田市の街づくりの構想に疑問
を抱いている市民の１人です。

129
5-1

【環境】
持続可能な社会構築が求められている中で、持続可能なエネルギーを吹
田市としてどのように考えているのか。

基本計画

3-4
【健康・医

療】
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130
5-1

【環境】

目標：
持続可能な社会の実現をめざし、貴重な自然を守り育てるとともに、安
全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を確保し、再生
可能エネルギーへのシフト、資源循環、生物多様性の保全及び持続可能
な利用を基調としたまちづくり（仮称：環境理想都市づくり）を進めま
す。
開発時等には、常に付近の住環境をも向上させると共に、市域の緑を増
加させます。
公共交通の充実により、自動車及びその走行を減少させて、環境負荷を
大幅に削減させます。
環境理想都市は、人口や世帯数が現在より減少しても、市全体の住環境
が格段に向上する理想的な都市とし、種々の施策指標を組み合わせて検
討・創成する。特に重要なのは緑の豊富さを実感できる指標で、例え
ば、緑被率、緑視率またはその他の緑の指標を用いて、市民１人当たり
の緑が毎年一定以上増加していると感ぜられるようにする。

131
阪口市政より（プランは「景観まちづくり」が作成され、現在も踏襲さ
れているはず）ドンドン後退している。「歴史文化的街並み」はすごい
スピードで失っている。

132

住宅政策の充実について
吹田市は全世帯に占めるマンション世帯の割合が、大阪府下でトップを
占めるほど、市民の多くがマンション等共同住宅に居住しています。ま
た、ニュータウンの老朽マンション建て替え、再開発も進んでいます。
岸部駅北開発地域には大規模マンションが建設中です。マンションを中
心とした建物（ハード）居住者（ソフト）を対象とした住宅政策は、安
心安全、環境、コミュニティ、子育て、福祉・健康などに関わる吹田市
政の重要な課題だと思いますが、ほとんど記載がありません。住宅政策
に関する個別計画も不十分です。吹田市だからこその住宅政策、市営住
宅の運営管理だけでなく、過半数の市民が居住しているマンション等に
関する住宅政策（ハード・ソフト）についても総合計画にしっかりと位
置付けてくださるようよろしくお願いします。

133

施策6-1-4　みどりのトラスト制度の構築　(追加)
市民から寄付を募り、現在残っている里山や生産緑地を買い取り次世代
へ豊かな緑を引き継ぐ。

施策6-1-5　雨庭の推進　(追加)
・「雨庭」とは、屋根や駐車場、庭などに降った雨を一時的に集め、地
面にゆっくり浸透させる「雨水浸透型の緑地」のことで、下水道負荷の
低減、ヒートアイランドの防止に役立つ。アメリカやヨーロッパで進ん
でいる豪雨対策。
（吹田の郷　第108号2016年12月　参照）

基本計画

6-1
【都市空間】
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134

政策１　みどり豊かで安全・快適に暮らし続けられるまちづくり
目標：
高度経済成長期の千里ニュータウンの建設・日本万国博覧会の開催、土
地区画整理事業などの計画的なまちづくりでは、市内のみどりはある程
度確保されてきた。
ところが、近年の住宅団地の建て替え、企業用地の土地利用転換等の結
果、みどりは急速に減少している。

これまで、吹田のみどりは、主に地主と農業・林業等に従事する方々に
よって、生産緑地として、維持されてきたともいえよう。
ところが近年はその方々の老齢化に伴い、土地の維持管理が難しくなっ
ている。
解決策の１つとして本市では、地主から市を通して借りた農地を市民が
共同で運営する「春日農園」が設置されたことがあった。
地主・市民から期待されたが、人間関係の面から失敗した。

みどりの確保と都市型農業の継続・地産地消の面から、市がもう少し関
与し、NPO等による運営により、復活させる事が望ましい。
五里山の果樹園等も同様な方式が可能。

（千里緑地、春日等の）里山を復活させ（竹を減らし、落葉広葉樹を増
やす）、市民がいつでも自然と触れ合えるようにする。

135
高齢者にとって、都市形成の景観形成というのはいいことだが、維持が
困難な場合もある。随時、レベルを見直すべき。

136
コンパクトシティ（立地適正化計画）の説明会を、メイシアターで聞い
たが、その計画との整合性はどのようになっているか。

137

基本構想（素案）の４ページ、及び市民説明会配布PPT資料の３７ペー
ジで交通の利便性が特徴として書かれているのはその通りであると思
う。
しかしこのあたりに住んでいる者としては、例えば、旧市街から万博へ
行こうと思ったら、移動手段がない。ＪＲで茨木に行って、バスに乗り
換えないといけない。吹田市のサッカースタジアムができたが、行きに
くいので行ったことが無い。

138

基本的にはこの通りであるが、例えば、旧市内から万博エキスポシティ
や市立サッカー場へ行くアクセスがない。JRで茨木からバスで行かなけ
ればならない。せめてJR吹田、岸辺、千里丘からバスで万博方面へ行け
る様にすべき。

139

この通りであるが、実際問題として、吹田旧市内から万博又その周辺の
市立サッカー場、エキスポシティに行こうと思っても交通アクセスが悪
い。つまり、JR茨木駅に行ってバスに乗り継がなければならない。又、
阪急相川（大阪市）から南茨木（茨木市）、乗換、モノレールで万博
駅。せめて、JR吹田、岸辺、千里丘の駅からバスで輸送するべきであり
ます。これは1970年の万博の時に、吹田市は茨木市に負けたことにな
る。茨木には「万博道路」が存在する。

基本計画

6-1
【都市空間】

6-2
【都市基盤】
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140

交通の利便性が悪い。
・亥の子谷コミュニティセンター、メイシアターにすいすいバスで行け
るようにしてほしい。
・すいすいバスの便数を割いて２倍にしてもらえないか。
（皆さんのご意見のとおり、このあたりは吹田市に見棄てられているよ
うに感じます）

141

都市計画道路の長期的、中期的、短期の計画を市民に周知させていただ
きたい（市報等）。マンションの建設許可のスピードと道路行政の遅延
のギャップがあるすぎると思う。千里山～佐井寺～南千里の道路計画を
示していただきたい。

142

「6-2-2　交通環境の整備」にバスの利便性の改善がありません。もう
諦めたのですか。
吹田市のはずれに市民病院をつくります。市民病院を核にするバスネッ
トは必要です。
指標化に「市内のバス利用者数」、「定期券利用者数、「切符・プリペ
イド利用者数」を追加します。阪急バスとすいすいバス別に指標化しま
す。

143
6-2-2　交通環境の整備
「大阪市営地下鉄今里筋線の万博、阪大病院前までの延伸と府道十三高
槻線と阪急京都線の立体交差の推進」を追加すべきです。

144

・昭和15年の合併時に都市計画区域に入っていなかった部分の不適格建
築物、既存不適格をどうするのか。
・吹田市は大阪市の都市計画に入っていたが、服部緑地は大阪市の都市
計画に入っていて、矛盾している。また、豊中市・茨木市との境界が曖
昧である。豊中市の池が決壊して吹田市に洪水が起こったり、豊中市側
の落ち葉が全て吹田市側に落ちてきたりで、吹田市民が困っていること
に留意していただきたい。
・弘済院は大阪市のものだが、吹田市が物を言って何とかできないか。
吹田市民は全然通れなくなる。

145
千里山の交通空白地域対策も、住民参加の計画づくりを進める組織をつ
くってもらえれば、すぐにできることではないか。

146

ここに住んで約30年、生活道路の整備が出来ていない様に思います。特
に千里丘上19～21の細い道路、千里丘中19～21の細い道路はひどい
状態になっています。千里丘中20の山側では、開発業者が家を80軒建
てると言っておりますが、山側の道路は割れております。千里ニュータ
ウンの方では、高齢者のスポーツ用具も外に整備されているようです
が、千里丘では何もありません。千里丘に30年近く住んでいながら、何
か違うなと感じています。

基本計画
6-2

【都市基盤】
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147

千里丘に住んで約30年になる。
生活道路が舗装されていないと感じる。
気持ちよく暮らしていくには、道路は大事である。
地図を持参したので、これ持ち帰って市の担当へ伝えてほしい。
私の家の裏で開発が始まっていて、山のふもとまで家が建棟としてい
る。
開発業者が担当することなのか、市の道路なのか、わからないが、その
近くの道路は割れていて、地震がきたらどうなるのかと心配である。
千里ニュータウンの方は、高齢者の運動施設等がたくさんできているよ
うである。
千里丘は最近やっと図書館ができたものの、手抜きをされているような
気がしてならない。

148

この資料の中で、交通については発達していると書かれているが、千里
丘地区は市役所やメイシアターに行くには、不便なことが多い。
吹田市は北部には力を入れているが、千里丘は道路の問題がある。
所管が道路なのか都市計画なのかはわからないが、しっかりと行政経営
部の大綱に基づいていかないと、絵に描いた餅になる。しっかり連携し
てもらいたい。

149

目標　市街の公共交通充実による、市民の市街地間移動の円滑化。
　　　　観光地間公共交通の充実による、観光リピータの大幅増加。
●マイカー大幅減少により、良環境創造の先進事例となる。
１）人口が減少しても、公共交通の充実等、増加する交通弱者対策が充
実する。
・阪急千里線・JR京都線との間に、阪急吹田・ＪＲ吹田と万博記念公園
間を結ぶ新交通システムを通し、万博記念公園への主幹線、市南部の東
西幹線とする。
・大阪モノレール・JR京都線との間に、桃山台と岸辺間を結ぶ新交通シ
ステムを通し、吹田市の東西幹線とする。

２）交通ネットワークの充実により、観光都市のリピータが大幅増加す
る。
　a.北大阪急行を千里中央南から万博記念公園駅まで延伸させ、新大阪
駅や大阪市内から直結し、エクスポシティを繁盛させる。
　b.新観光拠点の開発とそれらを結ぶ交通ネットワークを充実させる。
　・名神高速道路側道または名神の上に、カバーを被せた新交通システ
ムを走らせ、吹田の東西南北を最も短時間で結ぶ幹線交通・観光路線と
する。

150

7-1-3　よき企業市民の育成　（追加）
高いCSR（corporate　social responsibility）をもつ企業の育成、企業
活動を通じてSDGｓの目標に向かって取組む企業の育成。反社会的企業
活動の排除。（吹田市で事業を営む企業は、よき企業市民であってほし
いものです。特に開発業者などは）

151
大きいスーパーの出店により、ニュータウンの近隣センターが衰退し、
荒れているので、何とかしていただきたい。

152
7-2

【文化・ス
ポーツ】

今、メイシアターが閉鎖されているが、それに替わる（その期間）建物
をつくる準備はあるのか？

基本計画

6-2
【都市基盤】

7-1
【地域経済】
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153
吹田を魅力ある街にし、人口が集まる街づくりのため、音楽堂なんかつ
くる予定はないのか？

154
「多文化共生」が総合計画の中に入っていないことに危惧を覚えてい
る。海外からきている学生も多い。そういった方への項目は入らないの
か。

155 大綱１の「人権」には多文化共生の視点は入らないのか。

156

政策２　文化・スポーツに親しめるまちづくり
目標　垂水遺跡の高地性集落の復元と国民公園化。
　　　　垂水遺跡・千三地区を含む地域の自治特区化。
●垂水遺跡は弥生時代中後期の瀬戸内海地区特有の高地性集落の東端に
あり、瀬戸内海、大阪湾、河内湾、近つ明日、淀川を望める戦略拠点
で、神武東征の終着点であるとともに、その後の日本の国づくり構想が
練られた拠点とも考えられる。
芦屋市の会下山遺跡のように、高地性集落を復元させ、日本のいにしえ
を振り返ろう。
千三地区では千里山開発以来、地域住民によるみどりの保全活動が今も
盛んである。吹田では唯一のお屋敷街もある。
雨水活用の垂水の滝復活による地ビール発売も考えられる。
域内交通兼観光客移動用の新交通システム（電気自動車等）を
千里山→千里山博物館→五里山→関大前→垂水遺跡復元高地性集落→津
波避難地→いなの笹道→垂水神社→豊津
　と走らせることも可能と考えられる。

157
観光ある街づくりをする為、観光客を呼び寄せる計画として、大きなホ
テルをつくる予定はないのか？等々具体的な考えを聞きたい。

158

■吹田市のイメージ
在住者は住みやすいと思う人が多くてよい。近畿圏外の人は、あまり
はっきりとしたイメージがないことがみられる。大阪万博の地であるこ
とは、若年層には知られていない。今春、大阪駅のホームで新人研修の
社員とみられるグループが「スイタ」ってどこにあるのかな、「オオサ
カ」の近くかな、といっているのを耳にした。

159
実施においては、高額な工事等が予想されるが、特に「財政の健全」を
重要視してほしい。（契約等で不正が行なわれない様に厳しくチェック
する必要性があります）

160

あまり新しい視点よりの検討がなかった。①高度情報化社会　②就労構
造の変化（非正規に顕著）ぐらいが、目新しいかもしれないが、吹田市
の窓口に行けば、再任用者やアルバイトばかりが目立つ。若い職員を
もっと採用し、育てる行政もやるべし。安上がりの高齢者では、行政の
ポテンシャルは下がるよ。

基本計画

8-1
【行政経営】

7-3
【魅力発信】

7-2
【文化・ス
ポーツ】
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161

大切な市民の財産である公共施設は簡単に身売りせず、もっと市民自身
で活用できるものにしてみては。特に公民館に対して発想を転換してい
く必要あり。公民館は行政の出張所として活用することが大切。市庁舎
はもっと地域に出てきてほしい。縦線の行政でなく、トータルな地域施
策を出して欲しい。

162

日本の国の税収が落ち込み、地方への交付税が減ると考えられる。吹田
市では一人あたりの市の借金がどうなっているのか。先々の20年、30
年を踏まえて計画を出す必要があるのではないか。我々の子や孫が多く
の借金を抱えずに、できるようにする必要があるのではないか。

163
「8-1-4　人材育成と組織の活性化」に正職員増加が必要です。コスト
との兼ね合いは承知の上で、指標化に「正職員割合」を追加します。

164
行政職員にも専門性がないと、よい行政計画はつくれない。職員がもっ
と勉強して市民の信託に応えられるような行政組織をつくるということ
も、どこかに入っているとよい。

165

吹田市の就労構造について、非正規職員がすごく多い。 吹田市の窓口に
行くと、再任用の高齢者ばかりである。市役所自体が、簡単に使えて安
い人ばかり使っている。 アルバイト、再任用、国家公務員が吹田市窓口
にたくさん来ているのは見直すべきであると思う。
高齢者が仕事をすることは良いことであるが、若者の失業率が高い。
若者の貧困率が高く、子育てが重荷になる。不安な社会を作り出してい
る。
吹田市の窓口から、行政として、若い職員を採用して育てるべきという
ことを、一行でも良いから書いてほしい。

166

行政経営部から、このような説明を頂くことは良い機会である。
市を引っ張っていくことが行政経営部の重要な任務であり、立派にされ
ていると思う。職員なのか理事なのかわからないが、市の中に、条例や
規則を理解していないでたらめなものがいることは問題である。

167

第３次総合計画では地域別計画があったが、今回は南北だけで、千里丘
がどうなのかわからない。地域政策はいると思う。
人口の増減について、どこの地域で伸びているのか、なぜ伸びているの
かきちんと分析してもらわないとわからない。
地域ごとに人口や児童がどう増えているのか、目に見えるようにしてほ
しい。
政策について説明してもらったが、我々は地域ごとの細かいことを知り
たい。

168
第３期には地域ブロック別の計画があったが、今回はカットされてい
る。どのようにお考えか。

基本計画

8-1
【行政経営】

その他
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169

地域ブロック別計画に対する深めと検討を
吹田の地域を南北に大別して、今までの６ブロックに限定せずに地域別
方向性を打ち出すとのことですが、６ブロックまたは、それに近い形で
のコミュニテイーセンター、高齢者・障害者の包括支援センターの位置
づけを明確にしていくことを検討願います。

170

第３次の反省に数字が一つもない。評価するための第三者評価委員会の
ようなものを設置することを提案したい。年次ごとにチェックして報告
してほしい。詳しくは個別で、と言われるが、大綱として何をする、と
いうことを示す。第４次に指標を示しているのは評価できる。そうしな
いと七夕の短冊に示した願い事に過ぎなくなる。

171
総合計画（素案）説明会、２回目ですが、大変な作業と思います。
工程としてはPDCAのC、A部分の実績と評価（反省）が重要であり、評
価報告の機会もあれば、目標とする市民参加も可能になると思います。

172
市民自治について、最終的な主権は市民にあるということで良いのか。
総合計画は市民にとって市への信託の根拠になるもの、という理解で良
いか。

173

計画が行政の言葉で話していて、もっと市民に分かりやすい言葉で説明
しないと、これは市長の公約という捉え方で良いか。私はそういう理解
で聞いていた。タウンミーティングの時はまだわかりやすい言葉で話し
ておられた。品格のある街を作る、という言い方をされていた。

174

市長が変わった時に、ごみ袋の無償配布が無くなったように政策の大変
換が起こる。
改めると言っていた現市長もそれには取り組まない。現市長が当選直後
の声明で普通の行政に戻すとおっしゃった割には、福祉の行政が回復し
ていない。

175
総合計画が最上位？市長が変われば、行政のあり方が大きく変わるので
は？

176
市長との懇談会には、ヒントがあると思うので、選択して反映してほし
い。

177
メイシアターの入札が何回か不調になった。こういうことが続くと、予
算つけてもうまくいかない。メイシアターの入札不調の原因をどう考え
ているのか。

178
吹田市手話言語条例の制定を吹田市に求めています。他にもいろいろあ
りますが、制定後の市民への手話普及の成果が出るような計画を入れて
ほしいと思います。

そ の 他

基本計画 その他
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179

私は、現在手話の勉強をしています。無料で講習会をひらいていただい
ているのは本当に有難いと思います。唯、「手話言語条例」が他市で
通ってきているのに吹田市は未だ・・・というのがとても残念です。よ
ろしくお願いします。

180

吹田市としての全体の民主的な姿勢を
一部の議員の発言、執拗な発言とのことですが、市の職員が議員に言わ
れたらしかたがないと、一部の意見がすべてであるかのような市の職員
の市民に対する姿勢は、安倍首相の忖度のような感じがして、決して民
主的なまちづくりにはならないと思われますが．根本的な解決を。特に
教育のあり方に対する個人攻撃。戦争批判に対する謝った意見等。

181
基本構想と基本計画は議決を経るという話があったが、実施計画はどこ
が策定するのか。

182
ワークショップが実施されたが、それがどのように各部課の計画に活か
せられたのか聞かせてほしい。

183
今後、第４次総合計画を検討するまでのバックデータも市民に見えるよ
うに資料を示してほしい。

184
成果と課題の説明がありましたが、課題改善のため、何をするかよくわ
からないので、具体的な改善案を示したらわかりやすくなると思いま
す。

185
３次総計の反省に数値が１つもなく、文章の羅列である。第三者の評価
委員会or監査法人の評価を公表すべき。

186

第３次総合計画をどのように評価されたのか。
私は80年代前半に千里丘に来て、30年になる。80年代前半は各会社の
厚生施設があり、緑があった。
2000年初め、住友銀行、三菱銀行、富士銀行、毎日放送など、街づく
りは一変した。
第３次総合計画はどのようなことを描いていたのか。どう総括するの
か。
企業は企業の論理で動く。市は無力なのか。

187

市民説明会配付の資料３「第三次総合計画のまとめ」について
①成果と課題欄には数値の記載が皆無で、成果が挙がったのか判断でき
ない。
②成果と課題も実施事項の羅列で終わり、それが効果に繋がったのかが
判断できない。
③実施内容についても機会提供・取組・拡充・推進・強化等の言葉で誤
魔化している。
④①～③の書き方を見ると「三総計の評価・反省」と云うよりも、客観
的な評価を妨害しようとする悪意すら感じられる。
⑤詰まる所、ＰＤＣＡサイクルが全く機能していない様である。

188
第３次の総計で審議会の委員をしていた。第3次でも計画には掲載して
いないが、目標値を出している。そこでの数字を出して説明をいただき
たい。第３次を検証して新しい計画を作る、というのが基本だと思う。

そ の 他
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189

①策定義務はないと云っているが他市のものはどうなっているか？みた
い。
②これは市長の「公約（マニフェスト）」だと考えられるが如何か？又
「都市計画」と考えられるが如何か？
③もう少し市民に分かりやすいものに出来ないか？次世代の子供にも分
かるようなものに出来ないか？
④これが5年10年先の吹田の将来像といえますか？仲々理解できませ
ん。信託、信頼という言葉は簡単に使うべきでない。

190
計画は策定義務はないということだが、吹田市は作ろうとしている、と
いうことか。
他の市のは作っているのか。

191

素案に対する意見から、少し具体的な質問で恐縮ですが、都市整備計画
の一環として個別計画としてJR千里丘駅西口の再開発計画はあるので
しょうか。西口は摂津市ではあるが、利用者のほとんどが吹田在住者だ
という点から、吹田市としてどう関わっているのでしょうか。（財政面
の制約もあるのはわかりますが）是非、西口再開発を早期に実現してい
ただきたい。
※再開発計画は吹田市としては直接、計上できないかもしれませんが、
間接的に摂津市への支援・応援などの計画はあるのでしょうか？（摂津
市との共同プロジェクトとならないのでしょうか？）

192

総合計画を考える中に、職員の方の熱意が感じられない。「協働」が大
切なのであれば、職員と市民が互いに同じ目的をもって、市の案に「ご
指摘する」という対応ではなく、共に話し合いをする所から、熱意を市
民に見せてほしかった。

193

働いている世代の「生の声」をすいあげていく必要があると感じます
が、市民ワークショップの参加経験も含めた感想ですが、ご高齢の方が
多い様に思います。現役世代をどうまきこんでいくか、工夫をお願いし
たいと思います。

194

今回、市民意見を聞く必要性を感じたのであれば、市民の方々が、それ
に対応できるような環境整備が必要だと感じた。庁内組織で考えるのに
も多大な期間をかけていて、市民には１ヶ月というのであれば、周知期
間が明らかに不足だと感じた。提出された市民のご意見は必ず尊重し、
どのように反映するか等は、公開されている審議会や議会に報告するよ
うにお願いします。（個別HP公開がベストだと思いますが）

195

思っていた内容とは違っていたので・・・。
こんな多い資料を来た日に時間内で説明を聞いて、質問・意見とは無謀
なのでは。これは役所の一方的、自己満足ではありませんか？
はじめて参加した者にはついていけず、とまどっています。今回は国循
の跡地、北千里小のあとをどうするのか、という細かい話まで聞きた
かったのです。以前、電話で「これだけ会場が広がっていますが、話す
中身は同じなんですか」と聞いたんです。「すべて一緒の内容です」と
いうお返事だったので・・・。そこをもう少し深く考えればよかったで
す。細かい、その地域その地域で問題になっていることも説明会を開い
てほしいものです。連合自治会長、自治会長だけへの話は無意味です。
これは住民全体に関わることなので。

そ の 他
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196

第６回もの市民説明会開催、お疲れ様でした。折角こうした説明会です
が、参加者が少なく残念でした。６回の開催実践として残すのでなく、
ここで出た意見や８月14日までの意見募集での市民の声をしっかり受け
止めて頂きたいと思います。

197
内容が広範囲にわたり、14日の締切までに意見を提出することは大変だ
が、その後どうするのか。

198

堺屋太一著　10年後の日本を「団塊の世代の後」として書かれている。
大変具体性をもって将来像が書かれている。特に現在の30代40代と65
歳以上の高齢者の10年後の像が、明確ではないにしても、市の将来計画
の参考になるのではと考える。

199
ハード面とソフト面からの総計の中で、ソフト面での考察が内部検討に
終わっているのか。

200 説明会の広報もそうですが、事業に対する実績でなく、評価を大切に。

201
市民の参画が大事だと思うが、その一つの試みとして、パブリックコメ
ントは年間何件やっていて、どのくらいの数が寄せられているか。

202

何回か説明会にも寄せていただいている。４回目の総計に着手されてい
るということだが、大阪都市圏の中の吹田市という位置づけの視点がな
いのではないか。地域の中心になっている大阪市が大きく伸びただけな
のではないか。膨大なコストをかけてあまり意味のないものを作ってい
るのではないか。

203
高邁な理想や目標を示していただいているが、地元に保育園の設置が予
定され、説明会に行くと、市は来ておらず、業者と住民だけの話し合い
になる。どうして市は来ないのかと率直に思う。

204

保育所や学童保育をはじめとして、民間運営が非常に重視されている
が、吹田市の責任のもとで実施すべきものもある。吹田市が直接実施す
るものと、民間に委託するものをどのような方針で分けているかをお聞
かせいただきたい。

205 2025年問題について、ご説明いただきたい。

206 地方自治法の改正の趣旨を教えてほしい。

そ の 他
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